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[①薬剤師資格証に関して] 
Q1-1．薬剤師資格証を取得後に姓名の変更がありました。手続きは必要ですか？  

A．薬剤師資格証は現姓の表記が必須になっており、姓名の変更があった場合は再発行が

必要になります。（電子署名の仕組み上、単純に記載された姓名のみの変更といった対

応が取れず、新しい姓名で薬剤師資格証とセカンド電子証明書を一から作成する必要

があるため、このような形になっております。） 

再発行の場合は、「WEB 申請書作成支援サービス」の「1.申請前の準備」から「継

続・再発行申請」を選択して、申請区分の確認を行っていただいた後、「2.申請書の作

成」からメールアドレスを登録いただき、先ほど確認した区分から申請書作成してく

ださい。また、申し訳ございませんが、通常の申請と同様の手順を踏みますので、新

規発行等同様の金額とお時間がかかります。 

    新姓での再発行が完了するまでは旧姓の薬剤師資格証をご利用いただけますが、新姓

での再発行が完了して薬剤師資格証がお手元に届きましたら、お手数ですが、ご事情

を書いた紙（姓名の変更があり、薬剤師資格証を再発行したため、古い薬剤師資格証

を送付した 等）とともに古い薬剤師資格証は以下の住所まで送付してください。 

 

〒160-8389 

東京都新宿区四谷 3-3-1 四谷安田ビル 7 階 

日本薬剤師会認証局 登録事務局 

 

Q1-2．暗証番号（PIN）とは、いつ設定した番号ですか？ 

A．HPKI 電子署名を行う際に入力が求められる暗証番号（PIN）は申請書作成時にご記

入いただいたものとなります。 

 

Q1-3．暗証番号（PIN）がわからなくなってしまいました。 

A．認証局までお問い合わせください。 

 

Q1-4．暗証番号（PIN）を変更したいです。 

A．薬剤師資格証ドライバーがインストールされた端末で下記の手順で変更が可能です。 

 

スタート（Windows マーク）→HPKICardTools を選択→薬剤師資格証をカードリ

ーダーにセットして PIN 変更ツールを選択 

 

PIN 入力画面が表示されるので、現在の PIN 、新しい PIN 、確認でもう一度新しい

PIN を入力し、薬剤師資格証がカードリーダーにセットされている状態で「 OK 」

を押してください。その後、「PIN（パスワード）を変更しました。」のメッセージが

表示されたら PIN 変更が完了です。 

 

Q1-5．正しい暗証番号（PIN）を入力してもエラーが生じます、ロックされたか確認が

したいです。 

A．Q1-4 の PIN 変更ツールを使用し、「OK」ボタン押下後に「ロックされている」と

のメッセージが表示されないかご確認ください。PIN 変更が可能な場合は、薬剤師資

格証はロックされていません。 

「ロックされている」のメッセージが表示された場合は、暗証番号の入力を連続で間

https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/contact.html
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違えたことによる PIN ロックがかかってしまっています（暗証番号（PIN）は 15 回

入力を間違えるとロックがかかります）。認証局までお問い合わせください。 

 

Q1-6．連絡先に登録していた住所、電話番号等に変更がありました。 

A．認証局までお問い合わせください。 

 

Q1-7．薬剤師資格証に記載されている苗字のローマ字表記が全て大文字になっています。 

A．こちらは姓名のローマ字表記に関して公用文等での政府決定に合わせたものになりま

す。そのため、誤りではございません。 

詳細については、こちら(外部ページ)をご参照ください。 

なお、ローマ字表記については、すべて上記の記載となり変更することはできません。 

 

Q1-8．薬剤師資格証を取得している薬剤師が薬局に一人しかいない場合、その先生が休

みの日の電子処方箋の対応はどうしたらよいですか？ 

A．HPKI 電子署名は、電子処方箋を調剤済みにする際に必要です。紙の処方箋の場合の

押印と同じとお考えください。お勤めの薬局の運用が定かでないため、確定的な話は

出来ませんが、処方箋を調剤済みにする際に HPKI 電子署名が必要と考えます。 ま

た、薬剤師資格証は個人に対して発行されているもののため、本人以外は利用できま

せん。なお、薬剤師資格証は電子処方箋を調剤済みにする際に使用するものですので、

薬局内に薬剤師資格証を持っている先生が誰もいない状態では電子処方箋の応需はで

きません。 

 

[②マイナポータルでの申請について] 
Q2-1．薬剤師資格証が発行されていません、なぜですか？ 

A．紙の申請の場合は、薬剤師資格証が発行されますが、マイナポ申請の場合は、セカン

ド電子証明書のみの発行となり、薬剤師資格証は発行されません。 

また、当面の間、マイナポ申請後に薬剤師資格証の追加発行はできません。（令和 7 年 

度末頃受付開始予定です。発行費用と同額の追加発行費用が発生し、必要書類の郵送 

による申請が必要です）。 

有効期限はセカンド電子証明書と同一になりますので、ご注意ください。 

 

詳細はこちらをご確認ください。 

カードの追加発行が始まりましたら HP にてアナウンスさせていただきますので、そ 

れまでお待ちください。 
 

Q2-2．セカンド電子証明書が対応していない薬局もありますか？ 

A．リモート署名の利用には、薬局と一般財団法人医療情報システム開発センター

（MEDIS）の間で「リモート署名サービス」の利用契約を結ぶ必要があります。マ

イナポ申請の場合は、セカンド電子証明書のみの発行となりリモート署名しか行えな

いため、お勤めの薬局がセカンド電子証明書に対応していない場合、電子処方箋を応

需できない可能性がございますので、申請の前にお勤めの薬局のシステム状況等をよ

くご確認いただくことをお勧めいたします。 

クライアント証明書については電子処方箋システムを導入しているレセコンベンダー、 

または取扱いを行っている MEDIS に確認していただきますようお願いいたします。 
 

https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/contact.html
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/contact.html
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/kokugo/kokugo_72/pdf/r1422554_13.pdf
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/mynaportal.html
https://hp.hpki-cardless-signature.net/#apply-form
https://hp.hpki-cardless-signature.net/#apply-form
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Q2-3．姓名変更があったので、マイナポータルで再発行がしたいです。 

A．再発行の場合は、マイナポータルからの申請が行えないため、「WEB 申請書作成支

援サービス」の「1.申請前の準備」から「継続・再発行申請」を選択して、申請区分

の確認を行っていただいた後、「2.申請書の作成」からメールアドレスを登録いただ

き、先ほど確認した区分から申請書を作成し、紙の郵送による申請を行ってください

（薬剤師資格証が発行されます）。 

また、申し訳ございませんが、通常の申請と同様の手順を踏みますので、紙の新規発 

行等同様の金額とお時間がかかります。 

なお、新姓での再発行が完了するまでは旧姓のセカンド電子証明書をご利用いただけ 

ます。 

 

[③HPKI セカンド電子証明書について] 
Q3-1．セカンド電子証明書とはなんですか？ 

A．生体認証機能付きスマートフォン等を登録することで、手元に薬剤師資格証がなくて

も HPKI 電子署名を行うことが可能な 2 番目の電子証明書になります。使用には

Q2-2 で記載の注意点もある為、ご確認していただきますようお願いいたします。 

詳細は「HPKI セカンド電子証明書について」および「初期登録用 QR」利用マニュア

ル」をご確認ください。 

 

Q3-2．セカンド電子証明書の登録は必須ですか？ 

A．初期登録用 QR を利用したセカンド電子証明書のご利用は任意のため、登録しない場

合でも薬剤師資格証はそのままご利用いただけます。 

 

Q3-3．初期登録用の QR コードから登録しようとするとエラーになります。 

A．セカンド電子証明書を登録しようとした際にエラーとなる原因は下記の場合が多いで

す。 

 

【生体認証が未設定の場合】 

端末に生体認証の設定がされていますでしょうか。端末に機能として備わっていても、

設定でオンにしていない場合はご利用になれません。端末に生体認証情報が設定されてい

ない場合は、操作前に設定をお願いいたします。設定方法がご不明な場合は設定が機種ご

とで異なるため、それぞれのスマートフォンのメーカー等にご確認ください。 

 

【ブラウザが対応していない場合】 

セカンドキー認証の対応ブラウザは、 iOS の場合は safari、Android の場合は

chrome となっています。これ以外のブラウザアプリ（yahoo ブラウザ、楽天ブラウザ

等）では、動作がうまくいかないケースがあるようです。もし、対応ブラウザ以外をご利

用の場合は、お手数ですが対応ブラウザでご確認ください。 

 

  上記を試してもうまくいかない場合は、こちらもご確認ください。 

 

Q3-4．登録が上手くいきませんでした。（初期登録用の QR コードが期限切れになってし

まいました。パスワードを何度も間違えてロックが掛かってしまいました 等） 

A．セカンド電子証明書の初期登録が失敗してしまった場合には、薬剤師資格証を利用し

https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/pqc.html#S30
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/pdf/r-manual.pdf
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/pdf/r-manual.pdf
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/pdf/2ndreg-manual.pdf
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てセカンド電子証明書とスマホを紐付けることが可能です。詳細は「[登録方法２]薬

剤師資格証認証で QR コードを生成する」をご確認ください。 

 

Q3-5．セカンド電子証明書の登録を行いましたが、正常に登録できたか確認したいです。 

A．セカンド電子証明書とモバイルデバイスの紐付け作業が完了しているかは認証局ＨＰ

内「セカンド電子証明書」ページの「スマートフォン登録の確認方法について」の項

目からご確認いただけます。  

 

[④デジタル薬剤師資格証について] 
Q4-1．デジタル薬剤師資格証とはなんですか？ 

A．スマートフォン等のブラウザを用いて、専用のログインページで認証を行うと、薬剤

師資格証と同様に薬剤師資格を持つ利用者の氏名、顔写真等をスマートフォン等の画

面上に表示し、提示することが可能であり、IC カード券面と同様に個人と薬剤師資格

の保有を証明することができます。 

大規模災害時等でネット利用が困難な場合を考慮し、 デジタル券面を PDF 出力し、 

印刷したものを提示・提出することで、検証者がネット復旧後に検証ができる仕組み 

も実装しています。 

 

なお、上記の通り、デジタル薬剤師資格証はカード券面の提示を代替するものであり、 

HPKI 電子署名機能はありません。 

詳細はこちらをご確認ください。 

 

Q4-2．デジタル薬剤師資格証の登録は必須ですか？ 

A．デジタル薬剤師資格証のご利用は任意のため、必須ではありません。 

 

Q4-3．デジタル薬剤師資格証のパスワードがわからなくなってしまいました。 

A．認証局までお問い合わせください。 

 

[⑤更新・再発行に関して] 
Q5-1．更新の連絡は届きますか？また、何日前から申請ができますか？ 

A．カードの有効期限が半年を切ると、本会から登録いただいたメールアドレス宛にカー

ド更新のご案内を送付しております。有効期限内にそちらからお手続きいただければ

カードの更新が可能です。また、更新時も同様の発行費用がかかります。 

 

Q5-2．継続申請をする際に、グレーアウトになっている欄はどうしたらよいですか？ 

A．生年月日、性別、住民票記載住所等、グレーアウトになっている欄は入力不要です。

もし、入力不要の箇所で薬剤師資格証の取得時から変更がある場合は、認証局までお

問い合わせください。 

 

Q5-3．薬剤師資格証の有効期限が切れてしまいました。 

A．申し訳ございませんが、有効期限が切れた場合は、再発行申請が必要となります。 

再発行の手続きについては、下記の「WEB 申請書作成支援サービス」の「1.申請前の 

準備」から「継続・再発行申請」を選択して、申請区分：再発行（C-3 再発行（失効 

後））の確認を行っていただいた後、「2.申請書の作成」からメールアドレスを登録い 

https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/pqc.html#S50
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/pqc.html#S50
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/pqc.html#S40
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/jpaca.html#S30
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/contact.html
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/contact.html
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/contact.html
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ただき、先ほど確認した区分から申請書作成してください。通常の申請と同様の手順 

を踏みますので、同じくらいの時間と費用がかかりますのでご了承ください。 

 

Q5-4．再発行申請中の電子処方箋対応はどうしたらよいですか？ 

A．セカンド電子証明書については、再発行申請中もそのままご利用いただくことができ

ます。また、薬剤師資格証の再発行にあわせ HPKI セカンド電子証明書は自動的に更

新されます。そのため、あらためてセカンド電子証明書のモバイルデバイス登録を行

う必要はありません。 

 

[⑥申請状況に関して] 
Q6-1．申請の取り下げがしたいです。 

A．中断の申し出が、本人からであるかの確認は取りにくいと考えており、メール等での

申し出による中断は行わない形となっています。 

紙の申請の場合、書類審査後に送付される「審査結果＆入金お願い」のメールに対し、

支払いを行わなければ、発行はされません。一定期間、支払いが行われなかった場合、

認証局にて強制的に審査終了（発行不可）とします。そのため、そのままお支払いを

しないでいれば問題ありません。 

マイナポ申請の場合は、申請後、本会認証局よりセカンド電子証明書のみの発行で問

題がないか、確認の連絡をいたします。マイナポ申請の取り下げについては、上記の

確認の連絡へ申請取り下げの旨をご返信ください。 

 

Q6-2．申請してからどれくらいの期間で発行されるのですか？ 

A．紙の郵送による申請の場合、申請書到着後 1～2 ヵ月程度で審査完了および発行費用

に関するご案内を差し上げております。 

発行費用のお支払完了後に先生の薬剤師資格証の発行、郵送が始まり、現在およそ 1 

～2 か月程度で受取先薬剤師会に届きます。 

 

詳しいカード発行のスケジュールについては、こちらをご確認ください。 

 

マイナポ申請の場合は、審査を開始してから 1～2 ヵ月程度で審査完了および発行費

用に関するご案内を差し上げております。 

発行費用のお支払完了後に先生のセカンド電子証明書の発行が始まり、現在およそ 1

～2 か月程度で セカンド電子証明書発行完了の通知が届きます。 

 

[⑦申請に必要な書類等に関して] 
Q7-1．住民票の写しに記載する最低限の情報を教えてください。 

A．薬剤師資格証に現姓（本名）のみを記載する場合であれば、 

氏名、住所、性別、生年月日 

の４項目となります。他の項目（世帯主、続柄、本籍地等）の記載があっても構いませ 

んが、マイナンバーは含めないでください。仮にマイナンバーが含まれていた場合には、 

黒マジック等で塗りつぶしてください。 

 

Q7-2．コンビニで発行した「住民票の写し」でも構いませんか？ 

A．申請に必要な事項が記載されていれば差し支えありません。 

https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/
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Q7-3．旧姓を併記したいのですが、併記する氏名の関係がわかる公的書類には何があり

ますか？ 

A．旧姓・旧名の併記をご希望の場合は、現在の姓と旧姓のつながりを示す書類（戸籍謄

本または新姓と旧姓が併記された薬剤師免許証等）が必要となります。 

住民票に新姓と旧姓が併記されている場合は、現在の姓と旧姓のつながりを示す書類 

として審査することが可能です。 

 

Q7-4．姓名の変更中で、薬剤師免許証の原本が手元にありません（旧姓の免許証しかあ

りません）。 

A．お手元に免許証がない場合に関しましては、登録済証明書のコピーをもって、ご申請

いただけます。但し、薬剤師免許証が発行されましたら、その複写を以下の住所に別

送いただきますようお願いいたします。 

（また、その際、今回の経緯について簡単にで結構ですのでメモ書きを入れていただ 

きますようお願いいたします。） 

〒160-8389 

東京都新宿区四谷 3-3-1 四谷安田ビル 7 階 

日本薬剤師会認証局 登録事務局 

 

また、免許証は薬剤師名簿の変更と異なり、書き換えの義務がないため、旧姓の免許

証が現在の最新の免許証である場合はそれを用いて申請いただくことは可能です。 

その場合は、戸籍謄(抄)本等の現姓と旧姓の関係がわかる公的書類(有効期限内のもの)

が必要になります。 

 

Q7-5．同封する顔写真はどのようなものでもよいですか？  

A．45mm×35mm のパスポート用写真に準拠している必要があります。詳細な規格は

外務省のパスポート写真の規格を参照してください。  

 

Q7-6．どの宣誓書を同封したらよいですか？ 

A．現在、主に勤務されている薬局でのお立場（「管理薬剤師」or「二人目薬剤師」or

「三人目以降」）の宣誓書の同封をお願いいたします。病院にお勤めの先生の場合は、

主に「補助金対象外（主に薬局勤務者以外）の方」が該当します。 

また、管理薬剤師になる予定の場合は、「管理薬剤師」として申請いただけます。 

その場合、宣誓書に「近日中に、管理薬剤師になるため、管理薬剤師優先分として申

請する」と追記をお願いいたします。 

 

[⑧申請書の作成等に関して] 
Q8-1．申請書に間違いがありました。二重線で消して押印して修正しても良いですか？ 

A．郵送前でしたら、お手数ですが申請書の再作成をお願いいたします。申請書を手書き

で修正された場合、こちらからは先生による修正か、第三者による修正なのか判断が

できないため、書類不備の扱いになります。 

申請書は、同じメールアドレスで再度新規作成が可能です。その結果、毎回 WEB 申 

請 ID が異なる申請書及びチェックリストが作成されます。正しく作成された申請書に 

てご申請ください。 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100171389.pdf
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Q8-2．スマホでも申請書を作成できますか？  

A．「WEB 申請書作成支援サービス」はパソコンでの利用を前提に作成しています。画面

の乱れ等が発生するものの、現時点ではスマホでも作成可能と認識していますが、今

後の動作保証はできません。できるだけ、パソコンを利用し申請書を作成いただけま

すよう、お願いいたします。 

 

Q8-3．申請時のメールアドレスは法人（会社・薬局）のメールアドレスで構いません

か？  

A．申請時の登録メールアドレスは、発行手数料の支払い案内や、必要に応じて審査に係

る登録情報の確認や資格証の受取案内の連絡先として用いられる他、カードの発行後

も更新時のご案内やその他連絡先として使用します。そのため転職等の状況の変化の

影響を受けない個人用メールアドレスをお使いください。 

 

Q8-4．申請時から受け取りまでの間で、メールアドレスを変更できますか？  

A．成りすましを防ぐため、申請から薬剤師資格証が発行されるまでの間に、申請時のメ

ールアドレスを変更することはできません。申し訳ございませんが、薬剤師資格証を

受け取るまでは、現在のメールアドレスをご利用いただけますようお願いいたします。 

 

Q8-5．旧姓または通称での勤務を希望しますが現姓（本名）の記載は必須ですか？ 

A．現姓（本名）の記載は必須です。姓名変更があった場合は、旧姓を併記している場合

でも、再発行が必要になります。 

 

Q8-6．異動・転職等の理由で勤務先が変更されましたが変更手続きは必要ですか？ 

A. 薬剤師資格証は薬剤師個人の資格のため、勤務先の変更があっても特に変更手続きは

必要ありません。もし、勤務先の変更に伴い、連絡先住所やメールアドレス等の登録

情報に変更があった場合は、変更手続きが必要になりますので、認証局までお問い合

わせください。 

 

Q8-7．会員ではない薬剤師会でも受け取り薬剤師会に選択できますか？ 

A. 受け取り先薬剤師会は、認証局ＨＰ内の「受取が可能な薬剤師会の確認」で表示され

る薬剤師会の中からご希望の薬剤師会を選択できます。 

基本的には受け取り先薬剤師会に所属していなくても選択できますが、一部、受け取

り先としての選択を会員限定にしている薬剤師会もございます。 

受取可能な日時等含め、詳細はご希望の薬剤師会にご確認ください。 

 

Q8-8．氏名の漢字が入力できません。 

A．旧字（異体字）は電子認証システムで利用できないため、適宜、対応する文字に変更

していただく必要があります。なお、対応する文字が無い場合等は、その部分がカタ

カナ表記になります。この点については、利用規約第４条 ９項に記載しており、こ

の規約に同意して発行申請する形となっています。 

 

Q8-9．住所がエラーになります。 

A．住所は地番も含め全て全角文字での入力になります。 

可能性としては、数字や「-」または半角のスペースが開いていることが考えられます。 

https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/contact.html
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/contact.html
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/prefcheck.html
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建物名等であれば、合理的に省略いただくことも可能です。 

例：○丁目○番○号 ＠＠＠＠＠＠マンション１０１ 

  →○丁目○番○号－１０１ 

 

Q8-10．申請書がダウンロードできません。  

A．パソコンの場合、pdf は、ダウンロードフォルダ等にダウンロードされていると考え

られます。一度、ご確認ください。

JPA_nnnnnnnnnnnn_nnnnnnnnnnnnnnnnn.pdf（n は数字）というファイル

になります。 

一方、業務用パソコンの場合、ファイルがダウンロード出来ない仕様になっている場

合もあり、その場合は、別のパソコン等で申請書の作成を行っていただくことになり

ます。 

 

[⑨申請書類の送付・費用・受け取りに関して] 
Q9-1．申請書の送付方法や送付先が分かりません。 

A．申請書の郵送⽅法は、必ずレターパック等追跡可能な⽅法にてお送りください。 

  また、書類審査の委託先は熊本になります。申請書を印刷した際の PDF に宣誓書がつ

いておりますので、その宣誓書の下部を切り取り線に沿って切り取り、宛名部分に貼

付し郵送してください。 

 

Q9-2．申請書の送付後に間違いに気が付きました。 

A．仮に、書類不備・不足（写真を含む）があった場合、 

・事務局で申請書類を受け取る 

・不備の確認 

・申請者に不備の連絡 

・必要書類を追加で請求 

という流れになります。 

不備の書類を後からお送りいただいても、前の書類と突合することは出来ませんので、

事務局からの連絡をお待ちいただくことになります。 

 

Q9-3．引っ越しをしたのですが、受け取り薬剤師会の変更はできますか？ 

A．受け取り先薬剤師会の変更は支払い前のみ対応が可能です。 

   支払い後は発送準備が始まっているため受け取り先薬剤師会の変更は行えません。事

前に、先生が受け取り可能な薬剤師会にご相談いただき、現在の受け取り先薬剤師会

から連絡があった際に、受け取り可能な薬剤師会に郵送してもらうことをご検討くだ

さい。 

 

Q9-4．日本薬剤師会会員のいる店舗の薬剤師は、全員会員価格ですか？ 

A．日本薬剤師会会員は薬剤師個人になります。店舗加入はございません。会員価格の適

用は、本会会員であることが条件です。申請者が非会員の場合、会員価格は適用され

ません。 
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Q9-5．日本薬剤師会の会員ですが、非会員の価格で請求メールが届いています。 

A. 申請者がお支払い時点で本会の会員である場合にのみ、会員価格が適用されます。入

会手続き完了後、あらためて、以下の事項を記載のうえメールにて会員価格を希望す

る旨のお問い合わせをくだされば会員価格での支払い依頼メールの再送は可能です。 

・氏名 

・フリガナ 

・生年月日 

・薬剤師名簿登録番号 

・ご所属の都道府県薬剤師会 

・お勤め先の薬局名 

・日薬会員番号 

 

Q9-6．支払期限を過ぎてしまいました。 

A．支払期限は１ヶ月程度としています。支払いが無い場合、薬剤師資格証は発行されま

せん。支払い依頼メールの有効期限が切れた場合、メールにてお問い合わせをいただ

くことで支払い依頼メールの再送が可能です。 

 

Q9-7．支払い時に異体字の氏名漢字が、「？」と表示されますが大丈夫ですか？ 

A. ご申請者様氏名の漢字について、決済サービスの仕様上、申請時の登録漢字が対応し

ておらず文字化けする場合がありますが、決済処理およびその後のカード券面表記に

は影響はありませんのでそのままお支払いいただいて問題ありません。 

 

Q9-8．領収書は発行できますか？ 

A．基本的に領収書の発行は承っておりません。以下を代わりとしてご利用ください。 

【クレジット決済】 ： クレジットカード会社のご利用明細書 

【コンビニ決済】 ： コンビニエンスストアで発行される「受領明細書」 

また、お支払い手続き完了のお知らせのメールもインボイスの要件を満たすため、請 

求書や領収書の代わりとしてご使用いただけます（認証局までお問い合わせいただく 

とメールの再送も可能です）。 

 

Q9-9．受領書を返却するのを忘れてしまい、受領書に記載してある返送期限の 28 日を

過ぎてしまいました。 

A．一部特殊な事情により本人限定受取郵便でカードをお届けした場合において、申請者

様にてカード受領後の受領書の返送をお願いしておりますが、当該受領書に記載の返

送期限である受領後 28 日を超えた場合であっても問題ありませんので、本認証局へ

の返送をお願いいたします。 
 

[⑩認証局に関して] 
Q10-1．薬剤師資格証（HPKI カード）は、日本薬剤師会認証局でしか取得できないので

すか？ 

A．現在、薬剤師の HPKI 電子証明書を発行できる認証局は本会の他に、一般財団法人医

療情報システム開発センター（MEDIS）があります。なお、券面は本会では「薬剤

師資格証」、MEDIS では「MEDIS-HPKI 資格証」となっています。そのため、発行

元が MEDIS 認証局の場合は、MEDIS 認証局にお問い合わせください。 

https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/contact.html
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/contact.html
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/contact.html

